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国立大学法人三重大学非常勤職員の給与に関する規程

（趣旨）
第１条 この規程は，国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則第１６条第２項の規定に基づき，
国立大学法人三重大学（以下「本学」という。）に勤務する非常勤職員の給与の算定方法に関
し必要な事項を定める。
（日給及び時間給の決定）

第２条 非常勤職員の日給又は時間給は，次の各号に掲げるところによる。
(1) 一般職本給表に相当する非常勤職員については，別表第１「一般職本給表相当の基準単価
表」のとおりとする。なお，これにより難い場合は，第２号又は第３号により算定した額と
することができる。

(2) フルタイム職員については，その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる
本給相当額及び地域手当を基礎として，次の算式により算出した額の範囲内の額（円未満は
切り捨てる。）をもって日給とする。（（本給+地域手当）×12／（52×38.75））×7.75

(3) パートタイム職員については，その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとな
る本給相当額及び地域手当を基礎として，次の算式により算出した額の範囲内の額（円未満
は切り捨てる。）をもって時間給とする。（（本給+地域手当）×12）／（52×38.75）

(4) 海事職本給表及び医療職本給表に相当する非常勤職員及び教育職本給表に相当する教務補
佐員については，国立大学法人三重大学職員給与規程（以下「職員給与規程」という。）に
定める基準に準じて算出された本給相当額を基礎として，第２号又は第３号により算定した
額とする。

(5) 非常勤講師については，時間給とし，別表第２「非常勤講師の基準単価表」のとおりとす
る。

(6) 教員免許状更新講習講師及び学習アドバイザーについては，時間給とし，別表第３「教員
免許状更新講習講師及び学習アドバイザーの基準単価表」のとおりとする。

(7) 学校医，学校歯科医及び学校薬剤師については，時間給とし，別表第４「学校医等の基準
単価表」のとおりとする。

(8) 競争的資金及び寄附金で雇用される特定事業研究員及び学術研究員並びに本学の教育研究
プロジェクト等の研究に従事するため雇用される研究員（学生の身分を有する者），ティー
チング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントについては，時間給の定額とし，別表第
５「学生の身分を有する非常勤研究員の基準単価表」のとおりとする。

(9) 医員及び医員（研修医）については，日給又は時間給の定額とし，別表第６「医員及び医
員（研修医）の基準単価表」のとおりとする。

(10) 嘱託医については，日給又は時間給とし，個別に契約書において定めるものとする。
(11) 教育職本給表に相当する寄附講座大学教員及び寄附研究部門大学教員並びに産学官連携
講座大学教員及び産官学連携研究部門大学教員については，その者を常勤の大学教員として
職員給与規程に定める基準に準じて採用した場合に受けることとなる本給月額を基礎とし
て，第２号により算定した額とする。また，決定された日給額を基礎とした年額が，常勤の
大学教員として採用した場合に得られる号給の１号給上位の本給月額を基礎とした年額の範
囲内である場合に限り，その本給月額を基礎とすることができる。

(12) 教育職本給表に相当する非常勤研究員については，その者を常勤の大学教員として職員
給与規程に定める基準に準じて採用した場合に受けることとなる本給月額を基礎として，第
２号又は第３号により算定した額とする。

(13) 前号の非常勤研究員のうち契約に基づく共同研究・受託研究に従事する産学官連携研究
員については，当該研究の目的に即して，より優秀な人材の確保が特に必要な場合の当該職
員の日給又は時間給の基礎となる本給月額は，その職務の複雑・困難性を勘案し，別表第７
「産学官連携研究員基本本給表」に掲げるところによるものとする。

(14) コーディネーターについては，時間給又は日給とし，別表第８「コーディネーターの基
準単価表」のとおりとする。

(15) 環境ＩＳＯアドバイザーについては，時間給とし，別表第９「環境ＩＳＯアドバイザー
基準単価表」とする。

(16) 職務の特殊性等により前各号に定める方法によることを適当としない場合は，別に定め
ることができるものとする。

２ 前項第１号，第４号，第１１号，第１２号及び第１３号に規定する非常勤職員のうちフルタ
イム職員に，期末手当，勤勉手当及び退職手当を支給する場合におけるその者の本給相当額は，
別表第１及び別表第７にそれぞれ対応する級・号給並びに職員給与規程に定める基準に準じて
算出された本給相当給・号給を基礎として，職員給与規程第5条第2項に規定する別表に定める
額とする。

３ フルタイム職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合（有給の休暇として取
り扱われる場合を除く。）は，その日給のうち次の算式により計算した当該勤務しなかった時
間分に相当する給与を支給しない。（日給／7.75）×勤務しない時間数
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（職員給与規程の準用）
第３条 この規程に定めるもののほか，非常勤職員の給与の決定，支給等に関する事項は，職員
給与規程を準用する。

附 則
１ この規程は，平成１７年６月２３日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。
２ この規程施行前に本学の日々雇用職員として在職し，かつ平成１６年４月１日に同じ職種か
つ同じ勤務時間数のフルタイム職員として雇用された者に対する第2条第1項の規程にかかる日
給の決定については，従前の例により算出した額の方が高い場合には，その額を適用すること
ができる

附 則
１ この規程は，平成１７年１２月９日から施行し，平成１７年１２月１日から適用する。
２ この規程施行の際現に在職している者については，改正後の規程にかかわらず，その任期の
終期まで日給額及び時間給額の改定は行わないものとする。

附 則
この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則
１ この規程は，平成１９年１２月２７日から施行する。
２ この規程施行の際現に在職する者については，平成１９年４月１日から適用する。

附 則
この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２０年７月２４日から施行し，平成２０年７月１日から適用する。

附 則
この規程は，平成２０年１０月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則
１ この規程は，平成２１年１２月１日から施行する。
２ この規程施行日の前日から在職している者については，改正後の規程にかかわらず，その任
期の終期まで日給額及び時間給額の改定は行わないものとする。

附 則
この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２４年１０月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則
１ この規程は，平成２６年１２月１８日から施行し，平成２６年４月１日から適用する。ただ
し，施行日に在職していない非常勤職員には適用しない。

２ 規程第２条第１項第３号の規定による算式を適用されているパートタイム職員の時間給につ
いては，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則
この規程は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２７年１１月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２８年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２９年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２９年１０月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成３０年１月１日から施行する。

附 則
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この規程は，平成３０年４月１日から施行する。
附 則

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。

別表第１（第２条関係）
一般職本給表相当の基準単価表
１．【一般職本給表（一）相当者】 事務補佐員，技術補佐員

高校卒業後の経験年数 一般職本給表(一)

0.11以下 1級1号給相当 日 給 6,916円
時間給 892円

1.0以上 1級5号給相当 日 給 7,132円
時間給 920円

2.0以上 1級9号給相当 日 給 7,344円
時間給 947円

3.0以上 1級13号給相当 日 給 7,598円
時間給 980円

4.0以上 1級17号給相当 日 給 7,881円
時間給 1,016円

5.0以上 1級21号給相当 日 給 8,164円
時間給 1,053円

6.6以上 1級25号給相当 日 給 8,673円
時間給 1,119円

8.0以上 1級29号給相当 日 給 8,985円
時間給 1,159円

9.6以上 1級33号給相当 日 給 9,312円
時間給 1,201円

【一般職本給表(二)相当者】 技能補佐員，臨時用務員

卒業後の経験年数
一般職本給表(二)

中学校 高 校

0.11以下 1級1号給相当 日 給 6,557円
時間給 846円

1.0以上 1級5号給相当 日 給 6,557円
時間給 846円

2.0以上 1級9号給相当 日 給 6,624円
時間給 854円

3.0以上 1級13号給相当 日 給 6,811円
時間給 878円

4.0以上 1級17号給相当 日 給 7,008円
時間給 904円



- 4 -

5.0以上 1級21号給相当 日 給 7,233円
時間給 933円

6.0以上 1級25号給相当 日 給 7,464円
時間給 963円

7.0以上 3.11以下 1級29号給相当 日 給 7,747円
時間給 999円

8.0以上 4.0以上 1級33号給相当 日 給 8,035円
時間給 1,036円

9.0以上 5.0以上 1級37号給相当 日 給 8,380円
時間給 1,081円

10.6以上 6.3以上 1級41号給相当 日 給 8,702円
時間給 1,122円

12.0以上 7.6以上 1級45号給相当 日 給 8,971円
時間給 1,157円

13.6以上 8.9以上 1級49号給相当 日 給 9,230円
時間給 1,191円

15.0以上 10.0以上 1級53号給相当 日 給 9,446円
時間給 1,218円

16.6以上 11.6以上 1級57号給相当 日 給 9,648円
時間給 1,244円

18.0以上 13.0以上 1級61号給相当 日 給 9,844円
時間給 1,270円

19.6以上 14.6以上 1級65号給相当 日 給 10,008円
時間給 1,291円

21.0以上 16.0以上 1級69号給相当 日 給 10,137円
時間給 1,308円

２ 一般職本給表（二）相当者の技能補佐員にあっては高校卒業後の経験年数欄を，臨時用
務員にあっては中学校卒業後の経験年数欄をそれぞれ適用する。なお，技能補佐員のうち
免許所有職員にあっては常勤の職員との業務内容等を考慮して，規程第２条第２号又は第
３号により算出した額とすることができる。

３ 一般職本給表（二）相当者の日給又は時間給の額については，三重県最低賃金が改正さ
れた場合に当該改正後の額が上回るときは，当該改正の発行日から三重県最低賃金の額を
適用するものとする。

別表第２（第２条関係）
非常勤講師の基準単価表
１．非常勤講師（大学）基準単価表

学 歴 経験年数

大学６卒，博士(前期)修了 ～10.8 10.9～

大学４卒 ～12.8 12.9～
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短大２卒 ～16.5 16.6～

単 価 (円) 4,000 5,500

備考
経験年数は，給与決定の基礎となる学歴取得後の年数とし，経験年数を算定する場合の終

期は，採用する年度の前年度の末日とする。（２・３・４の表についても同様とする。）

２．非常勤講師（客員教授等）基準単価表

学 歴 経 験 年 数

大学６卒，博士(前期)修了 ～10.08 ～18.02 ～25.08 25.09～

大学４卒 ～12.08 ～20.02 ～27.08 27.09～

単 価 (円) 7,000 8,500 9,500 10,200

備考
この表は，非常勤講師のうち客員教授及び客員准教授を称せしめる者に適用することがで

きる。

３．非常勤講師（附属特別支援学校）基準単価表

学 歴 経 験 年 数

大学４卒 － ～01.11 ～06.02 ～11.05 11.6～

短大２卒 ～00.11 ～04.11 ～09.11 ～15.11 16.0～

単 価 (円) 1,300 1,500 1,700 2,000 2,300

４．非常勤講師（附属学校（附属特別支援学校を除く。））基準単価表

学 歴 経 験 年 数

大学４卒 － ～01.11 ～06.02 06.03～

短大２卒 ～00.11 ～04.11 ～09.11 10.00～

単 価 (円) 1,300 1,500 1,700 2,000

別表第３（第２条関係）
教員免許状更新講習講師及び学習アドバイザーの基準単価表
１．教員免許状更新講習講師基準単価表

区 分 単 価

教員免許状更新講習講師 6,100円

２．学習アドバイザー基準単価表

区 分 単 価

学習アドバイザー 2,500円
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別表第４（第２条関係）
学校医等の基準単価表
１．学校医及び学校歯科医基準単価表

区 分 単 価

学校医（内科医，耳鼻科医，眼科医） 20,000円

学校医（精神科医） 9,000円

学校歯科医 20,000円

２．学校薬剤師の基準単価表

区 分 単 価

学校薬剤師 7,500円

別表第５（第２条関係）
学生の身分を有する非常勤研究員の基準単価表
１．特定事業研究員，学術研究員及び研究員基準単価表

区 分 単 価 備 考

博士課程(博士後期課程) 1,400円 修士課程修了者を教育職本給表(一)助教に採用し
在学者 た場合の額を基に決定

２．ティーチング・アシスタント基準単価表

区 分 単 価 備 考

修士課程(博士前期課程) 1,100円 大学卒業者を教育職本給表(一)教務職員に採用し
在学者 た場合の額を基に決定

博士課程(博士後期課程) 1,300円 修士課程修了者を教育職本給表(一)教務職員採用
在学者 した場合の額を基に決定

３．リサーチ・アシスタント基準単価表

区 分 単 価 備 考

博士課程(博士後期課程) 1,400円 修士課程修了者を教育職本給表(一)助教に採用し
在学者 た場合の額を基に決定

別表第６（第２条関係）
医員及び医員(研修医)の基準単価表

区 分 単 価 備 考

医員 日 給 12,000円

時間給 1,500円
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医員 日 給 9,500円 卒後臨床研修修了後１年を経過していない歯
科医師

医員(研修医) 日 給 9,500円 卒後臨床研修中の医師又は歯科医師

別表第７（第２条関係）
産学官連携研究員基本本給表
１．産学官連携研究員（客員教授及び客員准教授を称せしめる者（以下「客員教授等」とい
う。）を除く。）の日給又は時間給の基礎となる本給月額は，助教に採用したものとして，
次表の初任給基準表の初任給欄に定められている号給（経験年数を有する者にあっては，
当該号給の号数に，その者の経験年数の月数を１２月で除した数に４を乗じて得た数を加
えて得た数を号数とする号給）の範囲内の本給月額とすることができる。
初任給基準表

学 歴 初 任 給

博士課程修了(大学６卒後の課程に限る。) 教育職本給表(一)２級３７号給～６５号給

博士課程修了 教育職本給表(一)２級３１号給～５７号給

修士課程修了，大学６卒 教育職本給表(一)２級１３号給～４１号給

大学４卒 教育職本給表(一)２級 １号給～３１号給

２．客員教授等である産学官連携研究員の日給又は時間給の基礎となる本給月額は，前記に
より得られた本給月額を基礎に，順次その職務の級へ昇格したものとした場合に得られる
本給月額の範囲内の本給月額とすることができる。

別表第８（第２条関係）
コーディネーターの基準単価表

区 分 単 価 備 考

日 給 20,000円
コーディネーター

時間給 2,500円

備考 雇用する者に係る当該年度の予算，経歴等を勘案し，この表に掲げる金額を上限として
単価を決定することができる。

別表第９（第２条関係）
環境ＩＳＯアドバイザー基準単価表

区 分 単 価

環境ＩＳＯアドバイザー 2,500円


